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(57)【要約】
　【課題】野菜室の中で、冷却したいペットボトルと、
冷却しすぎを抑制したい野菜とを、両立して冷やすこと
ができる冷蔵庫を提供する。
　【解決手段】断熱箱体１０１と、冷却器２００と、断
熱箱体１０１内方に形成される貯蔵室であり冷却器２０
０の下方に配置される野菜室１０３と、を備える冷蔵庫
であって、野菜室１０３を区画して設けられる収容空間
であって、前方に配置され上方に開口面４１０ｂを有し
た前方空間１０３ａおよび後方に配置される後方空間１
０３ｂと、冷却器２００で生成される冷気が通過し、前
方空間１０３ａの上方に配置される開口部４５０ａと、
開口部４５０ａと冷却器２００とを結ぶ風路を形成する
風路形成体４５０と、を備えることにより、前方空間の
上方の開口部から冷気が流れ、前方空間が冷気によって
冷やされ、後方空間へは流れにくいので、冷却したいペ
ットボトルと、冷却しすぎを抑制したい野菜とを、両立
して冷やすことができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外箱と内箱と前記外箱と前記内箱との間に設けた断熱材とよりなる断熱箱体と、前記断
熱箱体内方に形成される貯蔵室であり上部に配置された冷蔵室と、前記冷蔵室の下方に配
置された冷凍室と、前記冷凍室の下方に配置された野菜室と、を備える冷蔵庫であって、
前記冷凍室の後方に配置され前記断熱箱体内方の空気を冷却し冷気を生成する冷却器と、
前記野菜室を区画して設けられる収容空間であって、前方に配置され上方に開口面を有し
た前方空間および後方に配置される後方空間と、前記冷却器で生成される冷気が通過し、
前記前方空間の上方に配置される開口部と、前記開口部と前記冷却器とを結ぶ風路を形成
する風路形成体と、を備える冷蔵庫。
【請求項２】
　さらに、前記下部貯蔵室の内方に配置される容器を備え、前記前方空間は、前記容器内
方の前部に配置され、前記容器は、前面部に、冷気を挿通しうる挿通孔を有する前壁を備
える請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　さらに、前記後方空間の上部に配置されるフルーツ・小物容器を備え、前記開口部は、
前記フルーツ・小物容器の前端面よりも前方に配置される請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　さらに、前記下部貯蔵室の内方に配置される容器を備え、前記風路形成体は、側面部に
、前記下部貯蔵室の内方で前記容器の側面よりも外方に配置される予備開口部を備える請
求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項５】
　前記風路形成体は、冷気の流れ方向と平行にリブを設けている請求項１に記載の冷蔵庫
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷蔵庫に関し、特に、野菜室前部に配置されるペットボトルを冷却する間冷
式の冷蔵庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冷蔵庫は、野菜室などの複数の貯蔵室と、各貯蔵室を冷却するための冷気を生成する冷
却器とを備えており、従来、間冷式の冷蔵庫が多く採用されている。そして、この間冷式
の冷蔵庫で野菜室を冷却する際には、冷却器で生成された冷気が、野菜室内方に配置され
る容器の後方、下方および前方を循環する。具体的には、冷気は、当該容器の後方の上方
から下方に送られ、当該容器の底面部の下方を前方に向けて通過した後、当該容器の前方
の下方から上方に送られる。これにより、当該容器に収容されている野菜が冷却される。
そして、冷気は、野菜室上部に配置された風路を通って、冷却器に戻る（例えば、特許文
献１参照）。
【０００３】
　また、野菜室内方に配置される容器に蓋を設け、冷却器で生成された冷気が、当該蓋の
上方も含めた容器の外周を循環することで、当該容器に収容されている野菜が冷却される
冷蔵庫も提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平８－２３３４３０号公報
【特許文献２】特開平１１－３０４３５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、比較的高さが高い貯蔵物、例えばポリエチレンテレフタラート製の飲料用ボトル
（以下、ペットボトルという）を冷却したいという要望がある。このため、野菜室の前部
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には、取り出し易さや、スペースが確保できることなどから、比較的高さが高いペットボ
トルを収容する空間が設けられている。
【０００５】
　ここで、野菜は、過剰に冷却されると、鮮度が低下するなどの低温障害が起きるおそれ
がある。このため、野菜室は、貯蔵室の中で比較的高い温度に設定されている。また、ペ
ットボトルは、野菜よりも低い温度で冷却されることが望ましい。
【０００６】
　ところが、従来の冷蔵庫では、野菜室内方に配置される容器の外方を冷気が循環して、
野菜やペットボトルが冷却される。このため、野菜とペットボトルとは、同程度の温度に
しか冷却されないという問題がある。
【０００７】
　また、特許文献１に開示されている冷蔵庫では、野菜室上部に配置された風路を通って
、冷却器の冷気が野菜室へ逆流してくることがある。この場合は、この冷気によって冷や
された野菜の鮮度が低下するなどの低温障害が起きるという問題もある。
【０００８】
　そこで、本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、野菜室の中で、冷却
したいペットボトルと、冷却しすぎを抑制したい野菜とを、両立して冷やすことができる
冷蔵庫を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記従来の課題を解決するために、本発明の冷蔵庫は、外箱と内箱と前記外箱と前記内
箱との間に設けた断熱材とよりなる断熱箱体と、前記断熱箱体内方に形成される貯蔵室で
あり上部に配置された冷蔵室と、前記冷蔵室の下方に配置された冷凍室と、前記冷凍室の
下方に配置された野菜室と、を備える冷蔵庫であって、前記冷凍室の後方に配置され前記
断熱箱体内方の空気を冷却し冷気を生成する冷却器と、前記野菜室を区画して設けられる
収容空間であって、前方に配置され上方に開口面を有した前方空間および後方に配置され
る後方空間と、前記冷却器で生成される冷気が通過し、前記前方空間の上方に配置される
開口部と、前記開口部と前記冷却器とを結ぶ風路を形成する風路形成体と、を備えるもの
である。
【００１０】
　これによって、野菜室の前部の前方空間の上方に開口部が配置される。このため、冷却
器の冷気が風路形成体を通って逆流させることにより、前方空間の上方の開口部から開口
面を通って、冷気が流れてくるため、前方空間が冷気によって冷やされる。したがって、
前方空間にペットボトルが収容されていれば、当該ペットボトルが冷却される。また、風
路形成体を通って逆流してくる冷気は、前方空間へ向けて流れる。このため、逆流してく
る冷気は野菜室の後部の後方空間へは流れにくいので、後方空間に野菜が収容されていれ
ば、当該野菜は過剰に冷却されることがない。これにより、冷却したいペットボトルと、
冷却しすぎを抑制したい野菜とを、両立して冷やすことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の冷蔵庫は、野菜室の中で、冷却したいペットボトルと、冷却しすぎを抑制した
い野菜とを、両立して冷やすことができる冷蔵庫を提供することができるため、本発明の
実用的価値は極めて高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　請求項１に記載の発明は、外箱と内箱と前記外箱と前記内箱との間に設けた断熱材とよ
りなる断熱箱体と、前記断熱箱体内方に形成される貯蔵室であり上部に配置された冷蔵室
と、前記冷蔵室の下方に配置された冷凍室と、前記冷凍室の下方に配置された野菜室と、
を備える冷蔵庫であって、前記冷凍室の後方に配置され前記断熱箱体内方の空気を冷却し
冷気を生成する冷却器と、前記野菜室を区画して設けられる収容空間であって、前方に配
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置され上方に開口面を有した前方空間および後方に配置される後方空間と、前記冷却器で
生成される冷気が通過し、前記前方空間の上方に配置される開口部と、前記開口部と前記
冷却器とを結ぶ風路を形成する風路形成体と、を備えることにより、野菜室の前部の前方
空間の上方に開口部が配置される。このため、冷却器の冷気が風路形成体を通って逆流さ
せることにより、前方空間の上方の開口部から開口面を通って、冷気が流れてくるため、
前方空間が冷気によって冷やされる。したがって、前方空間にペットボトルが収容されて
いれば、当該ペットボトルが冷却される。また、風路形成体を通って逆流してくる冷気は
、前方空間へ向けて流れる。このため、逆流してくる冷気は野菜室の後部の後方空間へは
流れにくいので、後方空間に野菜が収容されていれば、当該野菜は過剰に冷却されること
がない。これにより、冷却したいペットボトルと、冷却しすぎを抑制したい野菜とを、両
立して冷やすことができる。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、さらに、前記下部貯蔵室の
内方に配置される容器を備え、前記前方空間は、前記容器内方の前部に配置され、前記容
器は、前面部に、冷気を挿通しうる挿通孔を有する前壁を備えることにより、冷気が冷却
器に戻る際に、容器の前壁に備えられた挿通孔を通って前方空間に流入することとなり、
前方空間にペットボトルが収容されていれば、当該ペットボトルを冷却することができる
。また、冷気は、前方空間の上方に配置される開口部に向かって流れるため、この冷気は
下部貯蔵室後部の後方空間へは流れにくい。したがって、後方空間に野菜が収容されてい
れば、当該野菜は冷却されすぎることがない。これにより、冷却したいペットボトルと、
冷却しすぎを抑制したい野菜とを、両立して冷やすことができる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、さらに、前記後方空間の上
部に配置されるフルーツ・小物容器を備え、前記開口部は、前記フルーツ・小物容器の前
端面よりも前方に配置されることにより、開口部は、フルーツ・小物容器の前端面よりも
前方に配置されるので、フルーツ・小物容器に収容される食品などによって開口部が閉塞
され、冷気の循環が阻害されるのを防止できることとなり、冷却したいペットボトルと、
冷却しすぎを抑制したい野菜とを、両立して冷やすことができる。また、特に、フルーツ
・小物類はバナナ、ナス、キュウリなど温暖地で育成され低温障害がおきやすい食材を保
存することから、低温の冷気を逆流させることを抑止し過剰な冷えすぎを防止してある。
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、さらに、前記下部貯蔵室の
内方に配置される容器を備え、前記風路形成体は、側面部に、前記下部貯蔵室の内方で前
記容器の側面よりも外方に配置される予備開口部を備えることにより、開口部が閉塞され
た場合でも、風路形成体の側面部に備えられた予備開口部から、最小限の風量の冷気が流
入することができることとなり、冷気の循環が阻害されるのを防ぐことができる。また、
予備開口部は容器の側面よりも外方に配置されているので、冷気が逆流してきても、容器
に収容されている野菜などの食品が冷却されすぎることがない。したがって、冷却したい
ペットボトルと、冷却しすぎを抑制したい野菜とを、両立して冷やすことができる。
【００１６】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記風路形成体は、冷気の
流れ方向と平行にリブを設けていることにより、冷気の流れを大幅に阻害することなく、
フルーツ・小物容器の収納品であるリンゴなどの比較的固い収納品が、フルーツ・小物容
器から高さ方向に多少飛び出した状態（すなわち、フルーツ・小物容器の高さより、高さ
が高い収納品を入れた状態）で、フルーツ・小物容器が野菜室の後方に向かって移動し、
リンゴなどの比較的固い収納品が風路形成体に接触した場合にでも、風路形成体の形状を
変形させにくくなり、確実に冷気の流れる風路を確保できるので、冷気の循環が阻害され
ることはない。
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明するが、従来例または先
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に説明した実施の形態と同一構成については同一符号を付して、その詳細な説明は省略す
る。なお、この実施の形態によってこの発明が限定されるものではない。
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における冷蔵庫の正面図である。
【００１９】
　図２は、本発明の実施の形態１における冷蔵庫の縦断面図であり、図１におけるＡ－Ａ
線で切断した状態を示している。
【００２０】
　図１および図２に示すように、本実施の形態にかかる冷蔵庫１００は、観音開き式の扉
を上部に備える冷蔵庫１００であり、冷蔵庫１００の内方と外方とを断熱状態で隔てる断
熱箱体１０１内に複数に区画された貯蔵室を備えている。
【００２１】
　冷蔵庫１００の内の複数に区画された貯蔵室は、その機能（冷却温度）によって冷蔵室
１０２、製氷室１０５、製氷室１０５に併設され冷凍温度から冷蔵温度に設定可能な切換
室１０６、野菜室１０３、および冷凍室１０４等と称される。
【００２２】
　冷蔵庫１００の最上部に位置する冷蔵室１０２の前面開口部には、例えばウレタンのよ
うな発泡断熱材を発泡充填した回転式の断熱扉１０７が設けられ、棚状の収容空間となっ
ている。
【００２３】
　また、冷蔵室１０２の下方に配置される製氷室１０５、切換室１０６、野菜室１０３、
および冷凍室１０４は引出式の収容空間となされている。そして、それぞれの引出には、
前板となる断熱板１０８が設けられ、これにより冷気の漏れがないように貯蔵室を密閉し
ている。
【００２４】
　断熱箱体１０１は、金属製の外箱と樹脂製の内箱との間に例えば硬質発泡ウレタンなど
の断熱材を充填して形成される少なくとも一面が開口した直方体の箱体である。この断熱
箱体１０１は、外方の雰囲気（大気）から断熱箱体１０１の内方に流入しようとする熱を
遮断する機能を有している。
【００２５】
　野菜室１０３は、断熱箱体１０１の最下部に配置され、主として野菜の冷蔵を目的とし
、収容物が凍らない冷蔵温度に維持される貯蔵室である。また、野菜室１０３は、貯蔵室
の中で最も高い温度設定となされている。具体的には、２℃～７℃で設定される。なお、
野菜室１０３は、特許請求の範囲に記載の「下部貯蔵室」に包含される。
【００２６】
　なお、本実施の形態の場合、各貯蔵室の全体レイアウトは、最上部から冷蔵室１０２、
製氷室１０５および切換室１０６、冷凍室１０４、そして最下段に野菜室１０３の配置構
成となっている。
【００２７】
　また、冷蔵庫１００は、送風機１００ａによる強制対流作用を利用して冷却する間冷式
の冷蔵庫１００であり、上記構成要素の他、冷却器２００を備えている。
【００２８】
　図２に示すように、冷却器２００は、断熱箱体１０１内方の後部で、かつ、野菜室１０
３の上方に配置されている。この冷却器２００は、断熱箱体１０１内方の空気を冷却し、
各貯蔵室を冷却するための冷気を生成する。
【００２９】
　本実施の形態の場合は、より具体的には冷却器２００を冷凍室１０４の後方の領域に配
置されている。
【００３０】
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　次に、野菜室１０３の内部を詳細に説明する。
【００３１】
　図３は、本発明の実施の形態１における冷蔵庫の野菜室の内部を示す断面図である。
【００３２】
　図３に示すように、野菜室１０３内方には、断熱箱体１０１の前部に配置される収容空
間である前方空間１０３ａと、断熱箱体１０１の後部に配置される収容空間である後方空
間１０３ｂと、が区画されて設けられている。そして、野菜室１０３の内方には容器４１
０およびフルーツ・小物容器４２０が備えられている。また、野菜室１０３は、上部に風
路形成体４５０を備えている。なお、野菜室１０３と冷凍室１０４とは、断熱性を有する
仕切り板４６０で区画されている。
【００３３】
　なお、前方空間１０３ａの上方には、開口面４１０ｂを有している。
【００３４】
　前方空間１０３ａは、後方空間１０３ｂよりも一段下がった状態で配置されている。つ
まり、前方空間１０３ａと後方空間１０３ｂとで構成される収容空間を備える野菜室１０
３の底部は、奥側に向かって上昇する階段状に形成されている。
【００３５】
　容器４１０は、引出の前板である断熱板１０８に追随して引き出される箱体であり、内
方に野菜やペットボトルなどが収容される箱体である。容器４１０の底部は、容器４１０
を野菜室１０３内に配置した際、野菜室１０３底部の内方に沿うように、奥側に向かって
上昇する階段状に形成されている。
【００３６】
　つまり、前方空間１０３ａは容器４１０内方の前部に配置され、後方空間１０３ｂは容
器４１０内方の後部に配置される。そして、容器４１０の前方空間１０３ａに対応する部
分には、大型のペットボトル（例えば、２Ｌのペットボトル）などの高さが高い対象物が
収容される。また、容器４１０の後方空間１０３ｂに対応する部分には、野菜が収容され
る。
【００３７】
　フルーツ・小物容器４２０は、フルーツ・小物野菜を収容するための容器であり、野菜
室１０３の上部に配置されている。具体的には、フルーツ・小物容器４２０は、後方空間
１０３ｂの上部に配置されている。さらに具体的には、フルーツ・小物容器４２０は、容
器４１０の上部後方に載置され、配置されている。
【００３８】
　風路形成体４５０は、野菜室１０３内を冷却した冷気が冷却器２００に戻るための風路
を形成する。風路形成体４５０には、開口部４５０ａおよび予備開口部４５０ｂが設けら
れている。つまり、風路形成体４５０は、開口部４５０ａおよび予備開口部４５０ｂと冷
却器２００とを結ぶ風路を形成している。
【００３９】
　ここで、この風路形成体４５０は、熱伝導性を有する材料で形成され、具体的には、樹
脂であるポリプロピレン（ＰＰ）で成型されている。なお、本実施の形態では、風路形成
体４５０は、樹脂であるポリプロピレン（ＰＰ）としたが、熱伝導性を有するものであれ
ばよく、例えば、鉄などの金属としてもよい。
【００４０】
　また、風路形成体４５０は、より具体的には、仕切り板４６０の下面に接するように配
置され、仕切り板４６０の下面と風路形成体４５０とで囲まれる空間によって風路が形成
される。これにより、仕切り板４６０の下面を風路の一部として利用するので、風路形成
体４５０は、簡易な構成とすることができるとともに、逆流してくる冷気（詳細は後述す
る）は、冷凍室１０４の影響を受けて低温に維持されることとなり、容器４１０の前方空
間１０３ａに収容されるペットボトルＰを冷却する能力を確保できる。
【００４１】
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　図４は、本発明の実施の形態１における冷蔵庫の野菜室の内部を示す正面図である。な
お、説明の便宜のため、図４では、フルーツ・小物容器４２０を省略して図示している。
【００４２】
　図４に示すように、風路形成体４５０の前面部４５１には、開口部４５０ａが設けられ
ている。この開口部４５０ａは、野菜室１０３内を冷却した冷気が冷却器２００に戻るた
めに通過する風路形成体４５０の入口となる開口である。なお、この開口部４５０ａの横
幅は、子供の指が入らない程度の大きさが望ましく、具体的には５ｍｍである。
【００４３】
　具体的には、開口部４５０ａは縦長の楕円形状の開口であり、風路形成体４５０の前面
部４５１に、横方向に複数個設けられている。なお、開口部４５０ａは、冷気が通過する
開口であればどのような形状でもよく、また、何個備えられていても構わない。
【００４４】
　ここで、冷蔵室１０２、野菜室１０３への冷気の流れを説明する。
【００４５】
　冷蔵室１０２へは、冷却器２００で生成された冷気を冷蔵室冷却用送風ダクト（図示せ
ず）を介して、送風機を強制送風することにより、室内を所定の温度に冷却している。ま
た、野菜室１０３へは、冷蔵室１０２から野菜室１０３へ冷気を送る連通ダクト（図示せ
ず）を介して、送風機を強制送風することにより、室内を所定の温度に冷却している。こ
の連通ダクトは、冷蔵室１０２の背部の下方部に設けた開口部（図示せず）と野菜室１０
３の背部の上方部に設けた開口部とを上下に繋ぐ風路である。そして、野菜室１０３へは
野菜室１０３の背部の下方部に設けた開口部４７０から流れでる。なお、野菜室１０３の
背部の上方部に設けた開口部と野菜室１０３の背部の下方部に設けた開口部４７０とは、
野菜室吐出ダクト４８０により、上下に繋ぐ風路が形成されている。なお、この連通ダク
トは、冷蔵庫の中心より右側に配置され、かつ、野菜室１０３の背部の下方部に設けた開
口部４７０も、冷蔵庫の中心より右側に配置されている。
【００４６】
　また、図４に示すように、風路形成体４５０は、冷蔵庫の左右方向の左側に配置され、
かつ、風路形成体４５０の幅方向（図４の左右方向）の寸法は、野菜室１０３の左右方向
の略１／２となるように設定されている。また、開口部４５０ａは、風路形成体４５０の
幅方向のほぼ全域にわたって形成されている。これにより、野菜室１０３の背部の下方部
の右側に設けた開口部４７０と、野菜室１０３の前部の上方部の左側に設けた開口部４５
０ａとは、野菜室内において、対角線上の位置に配置されることとなり、野菜室１０３の
左右方向にほぼ均一に冷気がいきわたり、野菜室１０３の冷却能力を確保できる。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、野菜室１０３へは、冷蔵室１０２を通った冷気が送風される
ので、冷却器２００から直接送風される冷気と比較した場合、より高い温度の冷気が送風
されるが、野菜室１０３の冷却は、容器４１０をなめて冷却するので、野菜室１０３の背
部の下方部の右側に設けた開口部４７０と、野菜室１０３の前部の上方部の左側に設けた
開口部４５０ａとは、野菜室内において、対角線上の位置に配置されることで、野菜室１
０３の背部の下方部の右側に設けた開口部４７０から送風される冷気が、容器４１０をな
める（接触する）面積が大きくなり、野菜室１０３の冷却能力を確保できる。具体的には
、冷気は、図４の白抜き点線の矢印に示すように、開口部４７０から容器４１０の底面に
吹き出し、容器４１０をなめるように流れ、野菜室を冷却する。
【００４８】
　また、図３に示されたように、開口部４５０ａは、前方空間１０３ａの上方であり、か
つ、フルーツ・小物容器４２０の前端面よりも前方に配置されている。
【００４９】
　また、図３にも示されたように、風路形成体４５０の側面部４５２には、予備開口部４
５０ｂが設けられている。この予備開口部４５０ｂは、開口部４５０ａが閉塞された場合
の予備の開口である。また、図４に示されたように、予備開口部４５０ｂは、野菜室１０
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３の内方で容器４１０の側面よりも外方に配置されている。より具体的には、予備開口部
４５０ｂは、冷蔵庫を正面から見て、風路形成体４５０の左側の側面部に形成されたもの
である。
【００５０】
　具体的には、予備開口部４５０ｂは横長の長方形状の開口であり、風路形成体４５０の
側面部４５２に、前後方向に複数個設けられている。なお、予備開口部４５０ｂは、冷気
が通過する開口であればどのような形状でもよく、また、何個備えられていても構わない
。
【００５１】
　また、図４に示すように、容器４１０は、前面部に備えられる前壁に、冷気を挿通しう
る挿通孔である挿通孔部４１０ａを備えている。この挿通孔部４１０ａは、冷気を挿通さ
せ、容器４１０の前部に配置されるペットボトルなどを冷却するための孔である。
【００５２】
　具体的には、挿通孔部４１０ａは縦長の楕円形状の孔であり、容器４１０の前壁に、横
方向に複数個備えられている。なお、挿通孔部４１０ａは、冷気が挿通するものであれば
どのような形状でもよく、また、何個備えられていても構わない。
【００５３】
　次に、風路形成体４５０について、詳細に説明する。
【００５４】
　図６は、本発明の実施の形態１における冷蔵庫の風路形成体の斜視図である。
【００５５】
　図６に示すように、風路形成体４５０は、前面部４５１と平面部４５３と側面部４５２
と後面部４５４とからなる。なお、前面部４５１は、前方に向かって傾斜している。これ
により、リンゴなどの比較的固い収納品が、フルーツ・小物容器４２０から高さ方向に多
少飛び出した状態（すなわち、フルーツ・小物容器４２０の高さより、高さが高い収納品
を入れた状態）で、フルーツ・小物容器４２０が野菜室１０３の後方に向かって移動した
場合でも、前面部が傾斜していない場合と比べて、よりスムーズにフルーツ・小物容器４
２０を後方に移動できることとなり、リンゴなどの比較的固い収納品の損傷などを低減で
きる。
【００５６】
　また、図６に示すように、風路形成体４５０は、平面部４５３の幅方向の中央部近傍に
、平面部４５３に一体に成型された一本のリブ４５０ｃを設けている。より具体的には、
このリブ４５０ｃは、冷気が冷却器２００に戻る流れ方向と平行に、すなわち、冷蔵庫の
前後方向に対して平行に設けられている。これにより、冷気の流れを大幅に阻害すること
なく、フルーツ・小物容器４２０の収納品であるリンゴなどの比較的固い収納品が、フル
ーツ・小物容器４２０から高さ方向に多少飛び出した状態（すなわち、フルーツ・小物容
器４２０の高さより、高さが高い収納品を入れた状態）で、フルーツ・小物容器４２０が
野菜室１０３の後方に向かって移動し、リンゴなどの比較的固い収納品が風路形成体４５
０に接触した場合にでも、風路形成体４５０の形状を変形させにくくなり、確実に冷気の
流れる風路を確保できるので、冷気の循環が阻害されることはない。すなわち、リブ４５
０ｃは、風路形成体４５０の強度を向上できる。
【００５７】
　このように、本実施の形態では、風路形成体４５０は、野菜室１０３の天井面（すなわ
ち、仕切り板４６０の下面）に設けており、使用者は、風路形成体４５０が野菜室１０３
の天井面から下方へ突出した状態で設けられていることが認識しにくいので、フルーツ・
小物容器４２０の収納高さより高い収納品を入れてしまうことが多い。よって、風路形成
体４５０は、前面部４５１は前方に向かって傾斜していること、また、平面部４５３にリ
ブ４５０ｃを設けていることは、風路形成体４５０が野菜室１０３の天井面に設けている
本実施の形態においては、非常に有用である。
【００５８】
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　なお、本実施の形態では、風路形成体４５３に設けたリブ４５０ｃは、平面部４５３に
一体に成型されたものとしたが、平面部４５３と別体にしてもよい。また、なお、本実施
の形態では、風路形成体４５３に設けたリブ４５０ｃは一本としたが、二本あるいは三本
以上としてもよい。
【００５９】
　図５は、本発明の実施の形態１における冷蔵庫の野菜室を冷却する冷気の流れを説明す
る図である。
【００６０】
　図５に示すように、冷却器２００で生成された冷気は、まず、野菜室吐出ダクト４８０
内を通り、開口部４７０から流れでて、野菜室１０３内方で容器４１０の後方の風路Ｗ１
を通って、容器４１０の下方に流れる。そして、冷気は、野菜室１０３内方で容器４１０
の下方の後方から前方に流れる。さらに、冷気は、野菜室１０３内方で容器４１０の前方
の下方から上方に流れる。このように冷気が流れることで、容器４１０に収容されている
野菜やペットボトルを冷却する。
【００６１】
　そして、この容器４１０の前方の上方に流れてきた冷気は、風路Ｗ１のように、容器４
１０前壁の挿通孔部４１０ａを通って、前方空間１０３ａに流入する。これにより、流入
した冷気が、容器４１０の前部の前方空間１０３ａに収容されるペットボトルＰを、さら
に冷却する。
【００６２】
　そして、この冷気は、風路Ｗ２のように、前方空間１０３ａの上方に配置される風路形
成体４５０の開口部４５０ａに向かって流れる。このため、容器４１０の後部の後方空間
１０３ｂに収容されている野菜へは、この冷気が流れにくい。つまり、収容されている野
菜が冷却されすぎることがない。
【００６３】
　そして、冷気は、風路Ｗ２のように、開口部４５０ａを通過し、風路形成体４５０を通
って、冷却器２００に戻る。
【００６４】
　ここで、冷蔵庫１００は、野菜室１０３内の温度調節のために、冷気の流れを一時的に
停止させることがある。つまり、野菜室１０３内が冷却されすぎている場合は、冷気の流
れを一時的に停止させることで、温度が低下しすぎるのを抑制する。そして、冷気の流れ
が一時的に停止された際に、冷気が風路Ｗ３のように、風路形成体４５０を通って逆流し
てくることがある。
【００６５】
　このように、冷気が風路形成体４５０を通って逆流してきた場合、風路Ｗ３のように、
前方空間１０３ａの上方の開口部４５０ａから、開口面４１０ｂを通って、前方空間１０
３ａに向けて冷気が流入する。このため、前方空間１０３ａが冷気によって冷却されるの
で、容器４１０の前部の前方空間１０３ａに収容されるペットボトルＰが、さらに冷却さ
れる。
【００６６】
　すなわち、本実施の形態においては、容器４１０の前方空間１０３ａの上方には、特許
文献２で用いられていた前方空間の上部を覆うような蓋はなく、容器４１０の前方空間１
０３ａと開口部４５０ａとは、連通している。
【００６７】
　また、風路形成体４５０から逆流してくる冷気は、容器４１０の前部の前方空間１０３
ａに向けて流れるので、容器４１０の後部の後方空間１０３ｂに収容される野菜が冷却さ
れすぎることがない。
【００６８】
　また、フルーツ・小物容器４２０には、フルーツ・小物野菜などの食品が収容されてい
る。ここで、風路形成体４５０の開口部４５０ａは、フルーツ・小物容器４２０の前端面
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よりも前方に配置されている。このため、フルーツ・小物容器４２０に収容されている小
物野菜などによって、開口部４５０ａが閉塞され、冷気の循環が阻害されることを防止す
ることができる。
【００６９】
　また、風路形成体４５０の側面部には、野菜室１０３の内方で容器４１０の側面よりも
外方に配置された予備開口部４５０ｂが備えられている。このため、風路形成体４５０の
開口部４５０ａが閉塞された場合でも、予備開口部４５０ｂが閉塞されるのを防ぐことが
できる。したがって、予備開口部４５０ｂから、最小限の風量の冷気が流入することがで
きるため、冷気の循環が阻害されることがない。また、予備開口部４５０ｂは容器４１０
の側面よりも外方に配置されているので、冷気が逆流してきても、容器４１０の後部の後
方空間１０３ｂに収容されている野菜が冷却されすぎることがない。
【００７０】
　また、この風路形成体４５０は、以下の特徴がある。
【００７１】
　風路形成体４５０は、野菜室１０３と冷凍室１０４とを区画する仕切り板４６０の直下
に配置されていることから、風路形成体４５０を通って逆流してくる冷気は、冷凍室１０
４の影響を受けて低温に維持されることとなり、容器４１０の前方空間１０３ａに収容さ
れるペットボトルＰを冷却する能力を確保できる。
【００７２】
　一方、風路形成体４５０は、樹脂であるポリプロピレンなど熱伝導性を有するもので構
成されていることから、風路形成体４５０を通って送風機１００ａの運転時に冷却器２０
０へ戻る冷気や送風機１００ａの停止時に冷却器２００から逆流してくる冷気は、風路形
成体４５０を介して、輻射により、容器４１０の後方空間１０３ｂに収容される野菜や、
フルーツ・小物容器４２０に収容されるフルーツ・小物野菜に対して、冷気を入れること
なく、冷却し過ぎない程度に、所定の冷却をすることができる。
【００７３】
　すなわち、風路形成体４５０は、ペットボトルＰが収容される容器４１０の前方空間１
０３ａに対しては、通過する冷気によって、積極的に冷却する能力を確保できるものであ
り、一方、野菜が収容される容器４１０の後方空間１０３ｂや、フルーツ・小物野菜が収
容されるフルーツ・小物容器４２０に対しては、通過する冷気によって、輻射を利用して
、冷気を入れることなく、冷却し過ぎない程度に、所定の冷却をすることができる。
【００７４】
　つまり、風路形成体４５０は、通過する冷気によって、野菜室における、主として冷却
エリア（前方空間１０３ａ）と、主として保鮮エリア（１０３ｂや４２０）と、の冷却を
同時に実現できるものである。
【００７５】
　なお、本実施の形態においては上記のように風路形成体４５０という具体的な形態に言
及して説明したが、上記作用を発揮して効果を奏する概念的な構成について言及すれば、
以下のようになる。
【００７６】
　すなわち、前方にペットボトル等を収納して上方が開口された前方空間１０３ａと、後
方の上段にフルーツ・小物野菜が収容されるフルーツ・小物容器４２０、後方の下段に野
菜等が収納される後方空間１０３ｂを配置した野菜室レイアウトにおいて、小物容器４２
０、もしくは後方空間１０３ｂの上方位置となる開口部付近に、冷却器２００からの冷気
を冷却源として作用する輻射冷却板（本実施形態では風路形成体４５０）を備えることに
より、送風機１００ａの運転時に冷却器２００に戻る経路で輻射冷却板の輻射面の裏面を
通過する冷気、および、送風機１００ａの停止時に冷却器２００から野菜室１０３に逆流
する経路で輻射冷却板の裏面を通過する冷気によって輻射冷却板が冷却され、野菜が収容
される容器４１０の後方空間１０３ｂや、フルーツ・小物野菜が収容されるフルーツ・小
物容器４２０に対して冷却作用を発揮することができる。
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【００７７】
　加えて、逆流冷気が輻射冷却板の裏面を通過して容器４１０の前方空間１０３ａに流入
するような位置関係に輻射冷却板の前端面が配置されることによって前方空間１０３ａの
ペットボトルＰなどの収納物が冷却促進される効果を併せ持つことができる。
【００７８】
　このように、輻射冷却板の裏面を介する冷気の通過を、送風機１００ａの停止時の逆流
現象も取り込んで活用することで、極めて合理的な冷却効率の高い野菜室冷却構成を提供
できる。
【００７９】
　なお、このように送風機１００ａの停止時における冷却器２００からの逆流現象をうま
く活用するためには、本実施の形態の場合のように、野菜室１０３より上部に冷却器２０
０を配置すると実現し易い。より具体的には高さ方向の配置関係において、輻射冷却板（
本実施形態では風路形成体４５０）の輻射面の配置高さよりも高い高さ位置に少なくとも
冷却器２００の一部が位置するように冷却器２００を配置すると、冷却された空気すなわ
ち冷気の比重は相対的に大きくなるので、送風機１００ａの停止時にも自然対流で冷気の
対流が生じ、これが逆流現象となって輻射冷却板を介して野菜室１０３内に流入するもの
である。
【００８０】
　そして、輻射面を野菜室１０３内に臨んで有する輻射冷却板を冷凍室１０４と野菜室１
０３とを区画する仕切り板４６０の下部に配置して、輻射冷却板の輻射面と仕切り板４６
０との間に冷気が流通する程度の空間を形成すれば作用が発揮できる。
【００８１】
　このような、構成を本実施の形態においては、いわゆるダクトのごとき形態として風路
形成体４５０として具体的な形態を提示している。このため、本発明の趣旨に則れば、本
実施の形態の風路形成体４５０のような実施形態に拘わらず、形態を変えた輻射面を有す
る輻射冷却板の概念が有効な構成となるものである。
【００８２】
　以上のように、本発明によれば、冷却したいペットボトルと、冷却しすぎを抑制したい
野菜とを、両立して冷やすことができる。
【００８３】
　以上、本発明に係る冷蔵庫について、上記実施の形態を用いて説明したが、本発明は、
これに限定されるものではない。
【００８４】
　つまり、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない
と考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によっ
て示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意
図される。
【００８５】
　例えば、本実施の形態では、予備開口部４５０ｂは、野菜室１０３の内方で容器４１０
の側面よりも外方に配置されていることとした。しかし、予備開口部４５０ｂは、さらに
、野菜室１０３の内方でフルーツ・小物容器４２０の側面よりも外方に配置されているこ
とにしてもよい。これにより、予備開口部４５０ｂの食品による閉塞をさらに防ぐことが
できる。
【００８６】
　また、本実施の形態では、風路形成体４５０は、冷蔵庫の左右方向の左側に配置され、
かつ、風路形成体４５０の幅方向の寸法は、野菜室１０３の左右方向の略１／２となるよ
うに設定されているものとしたが、風路形成体４５０の幅方向の寸法は、フルーツ・小物
容器４２０の幅方向と略同一とし、風路形成体４５０の側面部に下方方向にフランジを設
けて、フルーツ・小物容器４２０の上面の開口を塞いでもよい。これにより、フルーツ・
小物容器４２０のエリアに風がより流れにくくなることとなり、フルーツ・小物容器４２
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からいえば、風路形成体４５０の幅方向の右側半分には、開口部４５０ａを設けないこと
が望ましい。
【００８７】
　また、フルーツ・小物容器４２０の上端部を風路形成体４５０の近傍まで伸ばすことに
より、フルーツ・小物容器４２０の上面の開口を塞いでもよい。これにより、フルーツ・
小物容器４２０のエリアに風がより流れにくくなることとなり、フルーツ・小物容器４２
０内の食品の乾燥をより防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、野菜室の中で、冷却したいペットボトルと、冷却しすぎを抑制したい野菜と
を、両立して冷やすことができるので、家庭用および業務用など様々な種類および大きさ
の間冷式の冷蔵庫に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の正面図
【図２】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の縦断面図
【図３】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の野菜室の内部を示す断面図
【図４】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の野菜室の内部を示す正面図
【図５】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の野菜室を冷却する冷気の流れを説明する
図
【図６】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の風路形成体の斜視図
【符号の説明】
【００９０】
　１００　　冷蔵庫
　１０１　　断熱箱体
　１０２　　冷蔵室
　１０３　　野菜室（下部貯蔵室）
　１０３ａ　前方空間
　１０３ｂ　後方空間
　１０４　　冷凍室
　１０５　　製氷室
　１０６　　切換室
　１０７　　断熱扉
　１０８　　断熱板
　２００　　冷却器
　４１０　　容器
　４１０ａ　挿通孔部
　４１０ｂ　開口面
　４２０　　フルーツ・小物容器
　４５０　　風路形成体
　４５０ａ　開口部
　４５０ｂ　予備開口部
　４５０ｃ　リブ
　４６０　　仕切り板
　４７０　　開口部
　４８０　　野菜室吐出ダクト
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【図２】



(15) JP 2010-25536 A 2010.2.4

【図３】
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月27日(2009.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外箱と内箱と前記外箱と前記内箱との間に設けた断熱材とよりなる断熱箱体と、前記断
熱箱体内方に形成される貯蔵室であり上部に配置された冷蔵室と、前記冷蔵室の下方に配
置された冷凍室と、前記冷凍室の下方に配置された野菜室と、前記冷凍室と前記野菜室と
を区画する仕切り板と、を備える冷蔵庫であって、前記断熱箱体内方の空気を冷却し冷気
を生成する冷却器と、前記野菜室を区画して設けられる収容空間であって、前方に配置さ
れ上方に開口面を有した前方空間および後方に配置される後方空間と、前記前方空間の開
口面より上方に形成された収納物が収納可能な空間と、前記仕切り板と接するように配置
され前記仕切り板の下方に突出して風路を形成する風路形成体と、を備え、
前記風路形成体の開口部は、前記前方空間の上方の収納物が収納可能な前記空間に臨んで
備えられ、
前記開口部を通じて、収納物が収納可能な前記空間と前記冷却器との間が前記風路形成体
を介して連通され前記冷気が通過する冷蔵庫。
【請求項２】
　さらに、前記野菜室の内方に配置される容器を備え、前記前方空間は、前記容器内方の
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前部に配置され、前記容器は、前面部に、冷気を挿通しうる挿通孔を有する前壁を備える
請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　さらに、前記後方空間の上部に配置されるフルーツ・小物容器を備え、前記開口部は、
前記フルーツ・小物容器の前端面よりも前方に配置される請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　さらに、前記野菜室の内方に配置される容器を備え、前記風路形成体は、側面部に、前
記野菜室の内方で前記容器の側面よりも外方に配置される予備開口部を備える請求項１に
記載の冷蔵庫。
【請求項５】
　前記風路形成体は、冷気の流れ方向と平行にリブを設けている請求項１に記載の冷蔵庫
。
【請求項６】
　前記風路形成体は、熱伝導性を有する材料で形成された請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項７】
　前記冷却器の少なくとも一部は、前記風路形成体より上方に配置させた請求項１に記載
の冷蔵庫。
【請求項８】
　前記冷蔵室から前記野菜室へ流れる冷気の前記野菜室への吐出口は、前記野菜室の背部
の下方部の右側に設け、前記野菜室から前記冷却器へ流れる冷気の前記野菜室の前記開口
部は、前記野菜室の前部の上方部の左側に設けた請求項１に記載の冷蔵庫。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記従来の課題を解決するために、本発明の冷蔵庫は、外箱と内箱と前記外箱と前記内
箱との間に設けた断熱材とよりなる断熱箱体と、前記断熱箱体内方に形成される貯蔵室で
あり上部に配置された冷蔵室と、前記冷蔵室の下方に配置された冷凍室と、前記冷凍室の
下方に配置された野菜室と、前記冷凍室と前記野菜室とを区画する仕切り板と、を備える
冷蔵庫であって、前記断熱箱体内方の空気を冷却し冷気を生成する冷却器と、前記野菜室
を区画して設けられる収容空間であって、前方に配置され上方に開口面を有した前方空間
および後方に配置される後方空間と、前記前方空間の開口面より上方に形成された収納物
が収納可能な空間と、前記仕切り板と接するように配置され前記仕切り板の下方に突出し
て風路を形成する風路形成体と、を備え、前記風路形成体の開口部は、前記前方空間の上
方の収納物が収納可能な前記空間に臨んで備えられ、前記開口部を通じて、収納物が収納
可能な前記空間と前記冷却器との間が前記風路形成体を介して連通され前記冷気が通過す
るものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項１に記載の発明は、外箱と内箱と前記外箱と前記内箱との間に設けた断熱材とよ
りなる断熱箱体と、前記断熱箱体内方に形成される貯蔵室であり上部に配置された冷蔵室
と、前記冷蔵室の下方に配置された冷凍室と、前記冷凍室の下方に配置された野菜室と、
前記冷凍室と前記野菜室とを区画する仕切り板と、を備える冷蔵庫であって、前記断熱箱
体内方の空気を冷却し冷気を生成する冷却器と、前記野菜室を区画して設けられる収容空



(20) JP 2010-25536 A 2010.2.4

間であって、前方に配置され上方に開口面を有した前方空間および後方に配置される後方
空間と、前記前方空間の開口面より上方に形成された収納物が収納可能な空間と、前記仕
切り板と接するように配置され前記仕切り板の下方に突出して風路を形成する風路形成体
と、を備え、前記風路形成体の開口部は、前記前方空間の上方の収納物が収納可能な前記
空間に臨んで備えられ、前記開口部を通じて、収納物が収納可能な前記空間と前記冷却器
との間が前記風路形成体を介して連通され前記冷気が通過することにより、野菜室の前部
の前方空間の上方に開口部が配置される。このため、冷却器の冷気が風路形成体を通って
逆流させることにより、前方空間の上方の開口部から開口面を通って、冷気が流れてくる
ため、前方空間が冷気によって冷やされる。したがって、前方空間にペットボトルが収容
されていれば、当該ペットボトルが冷却される。また、風路形成体を通って逆流してくる
冷気は、前方空間へ向けて流れる。このため、逆流してくる冷気は野菜室の後部の後方空
間へは流れにくいので、後方空間に野菜が収容されていれば、当該野菜は過剰に冷却され
ることがない。これにより、冷却したいペットボトルと、冷却しすぎを抑制したい野菜と
を、両立して冷やすことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、さらに、前記野菜室の内方
に配置される容器を備え、前記前方空間は、前記容器内方の前部に配置され、前記容器は
、前面部に、冷気を挿通しうる挿通孔を有する前壁を備えることにより、冷気が冷却器に
戻る際に、容器の前壁に備えられた挿通孔を通って前方空間に流入することとなり、前方
空間にペットボトルが収容されていれば、当該ペットボトルを冷却することができる。ま
た、冷気は、前方空間の上方に配置される開口部に向かって流れるため、この冷気は野菜
室後部の後方空間へは流れにくい。したがって、後方空間に野菜が収容されていれば、当
該野菜は冷却されすぎることがない。これにより、冷却したいペットボトルと、冷却しす
ぎを抑制したい野菜とを、両立して冷やすことができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、さらに、前記野菜室の内方
に配置される容器を備え、前記風路形成体は、側面部に、前記野菜室の内方で前記容器の
側面よりも外方に配置される予備開口部を備えることにより、開口部が閉塞された場合で
も、風路形成体の側面部に備えられた予備開口部から、最小限の風量の冷気が流入するこ
とができることとなり、冷気の循環が阻害されるのを防ぐことができる。また、予備開口
部は容器の側面よりも外方に配置されているので、冷気が逆流してきても、容器に収容さ
れている野菜などの食品が冷却されすぎることがない。したがって、冷却したいペットボ
トルと、冷却しすぎを抑制したい野菜とを、両立して冷やすことができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記風路形成体は、冷気の
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流れ方向と平行にリブを設けていることにより、冷気の流れを大幅に阻害することなく、
フルーツ・小物容器の収納品であるリンゴなどの比較的固い収納品が、フルーツ・小物容
器から高さ方向に多少飛び出した状態（すなわち、フルーツ・小物容器の高さより、高さ
が高い収納品を入れた状態）で、フルーツ・小物容器が野菜室の後方に向かって移動し、
リンゴなどの比較的固い収納品が風路形成体に接触した場合にでも、風路形成体の形状を
変形させにくくなり、確実に冷気の流れる風路を確保できるので、冷気の循環が阻害され
ることはない。
請求項６に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記風路形成体は、熱伝導性
を有する材料で形成されたものである。
請求項７に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記冷却器の少なくとも一部
は、前記風路形成体より上方に配置させたものである。
請求項８に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記冷蔵室から前記野菜室へ
流れる冷気の前記野菜室への吐出口は、前記野菜室の背部の下方部の右側に設け、前記野
菜室から前記冷却器へ流れる冷気の前記野菜室の前記開口部は、前記野菜室の前部の上方
部の左側に設けたものである。
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